
　委　　託 　　　調理従事者が、学校の指定した場所から
　　　栄養士が、今までどおり作成します。 　会　　社 　　　調理室へ戻し、洗浄その他の作業を行

　　　います。

　　食　材　の　購　入

　　　学校が、今までどおり購入します。 　　　教員が、食事をしながら栄養、健康、
　　　委託会社が食材を購入することはあ 　　　マナー等を今までどおり指導します。
　　　りません（西東京市では食材の一
　　　括購入はしておりません）。

　　給食調理業務

　 　　　学校の作成した献立表及び調理業務 　　　児童が、教員の指導のもと、今までどおり
　　　連絡書に従い、学校の提供する食材 　　　行います。
　　　を使用して調理します。

　　　検　　　　　　食

　　　校長・副校長が、今までどおり行います。 　委　　託 　　　調理したものを配缶し、学校が指定
　会　　社 　　　した場所に運搬します。

　　　児童たちとコミュニケーションをとります。
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調理業務委託後の学校給食
西東京市教育委員会では、より豊かな学校給食をめざして、給食の調理業務委託を進めています。
これは、第四次西東京市行財政改革大綱に基づき実施するものです。
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